


 

 

 

 

 

 

 

 

  

（別表）           職員数の内訳            （単位：人） 

松山西年金事

務所 

松山東年金事

務所 

新居浜年金事

務所 

今治年金事務

所 

宇和島年金事

務所 

39 52 35 32 28 

 

 

設 置 根 拠 日本年金機構法第 4条第 2項、第 29条（年金事務所） 

所 掌 事 務 

（年金事務所） 

 総務調整課(総務課)：県内の関係機関との連絡調整、総務業務 

厚生年金適用調査課：事業所指導、事業所調査、未適用事業所の職権適用 

厚生年金徴収課：厚生年金保険料の納付督励、滞納保険料に対する滞納処分 

国民年金課：所得に応じた収納対策、未納保険料の強制徴収、市町村等

との連携 

お客様相談室：来訪相談、出張相談、年金記録問題対応の事実調査確認等 

管 轄 区 域 

松山西年金事務所 

 健康保険、厚生年金保険：松山市のうち、愛光町、安居島、会津町、青葉台、浅 

海原、浅海本谷、朝日ヶ丘一丁目、朝日ヶ丘二丁目、朝

            美一丁目、朝美二丁目、粟井河原、安城寺町、生石町、

            石風呂町、磯河内、猪木、院内、牛谷、内浜町、内宮 

            町、馬木町、梅田町、宇和間、大浦、大可賀一丁目、大

            可賀二丁目、大可賀三丁目、大河内、大手町一丁目、大

            手町二丁目、大西谷、小川、尾儀原、小浜、小山田、海

            岸通、片山、勝岡町、門田町、鹿峰、上難波、上怒和、

            鴨川一丁目、鴨川二丁目、鴨川三丁目、鴨之池、萱町一

            丁目、萱町二丁目、萱町三丁目、萱町四丁目、萱町五丁

            目、萱町六丁目、神田町、儀式、北斎院町、北吉田町、

            衣山一丁目、衣山二丁目、衣山三丁目、衣山四丁目、衣

            山五丁目、客、木屋町一丁目、木屋町二丁目、木屋町三

            丁目、木屋町四丁目、清住一丁目、清住二丁目、空港通

            二丁目、空港通三丁目、空港通四丁目、空港通五丁目、

            空港通六丁目、空港通七丁目、九川、久保、久保田町、

            熊田、久万ノ台、神浦、河野高山、河野中須賀、河野別

            府、光洋台、小川谷、権現町、才之原、桜ヶ丘、佐古、

            猿川、猿川原、三番町七丁目、三番町八丁目、志津川 

            町、清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、清水

総務課 

厚生年金適用調査課 

厚生年金徴収課 

国民年金課 

お客様相談室 

宇和島年金事務所 
（職員数：別表） 



            町四丁目、下難波、庄、庄府、常保免、新浜町、須賀 

            町、苞木、住吉一丁目、住吉二丁目、善応寺、太山寺 

            町、高岡町、高木町、高砂町一丁目、高砂町二丁目、高

            砂町三丁目、高砂町四丁目、高田、高浜町一丁目、高浜

            町二丁目、高浜町三丁目、高浜町四丁目、高浜町五丁 

            目、高浜町六丁目、高山町、滝本、辰巳町、立岩米之 

            野、立岩中村、谷町、千舟町七丁目、千舟町八丁目、中

            央一丁目、中央二丁目、辻町、常竹、津和地、鉄砲町、

            問屋町、土手内、泊町、富久町、長師、中島粟井、中島

            大浦、中須賀一丁目、中須賀二丁目、中須賀三丁目、中

            通、中西内、中西外、夏目、西谷、西長戸町、西垣生 

            町、饒、野忽那、梅津寺町、荻原、畑里、八反地、祓川

            一丁目、祓川二丁目、春美町、東大栗町、東長戸一丁 

            目、東長戸二丁目、東長戸三丁目、東長戸四丁目、東垣

            生町、東山町、ひばりヶ丘、姫原一丁目、姫原二丁目、

            姫原三丁目、平田町、平林、福角町、二神、府中、舟ヶ

            谷町、麓、古三津一丁目、古三津二丁目、古三津三丁 

            目、古三津四丁目、古三津五丁目、古三津六丁目、古三

            津町、文京町、平和通二丁目、平和通三丁目、平和通四

            丁目、平和通五丁目、平和通六丁目、別府町、北条、北

            条辻、堀江町、本谷、本町一丁目、本町二丁目、本町三

            丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、本町七丁

            目、正岡神田、松前町一丁目、松前町二丁目、松前町三

            丁目、松前町四丁目、松前町五丁目、松江町、松ノ木一

            丁目、松ノ木二丁目、味酒町一丁目、味酒町二丁目、味

            酒町三丁目、美沢一丁目、美沢二丁目、三杉町、三津一

            丁目、三津二丁目、三津三丁目、三津ふ頭、みどりヶ 

            丘、緑町一丁目、緑町二丁目、湊町七丁目、湊町八丁 

            目、港山町、南江戸一丁目、南江戸二丁目、南江戸三丁

            目、南江戸四丁目、南江戸五丁目、南江戸六丁目、南江

            戸町、南斎院町、南吉田町、宮内、宮田町、宮西一丁 

            目、宮西二丁目、宮西三丁目、宮野、御幸一丁目、御幸

            二丁目、明神丘、睦月、元怒和、元町、安岡、柳原、山

            越一丁目、山越二丁目、山越三丁目、山越四丁目、山越

            五丁目、山越六丁目、山越町、山西町、由良町、横谷、

            吉木、吉野町、吉藤一丁目、吉藤二丁目、吉藤三丁目、

            吉藤四丁目、吉藤五丁目、六軒家町、若草町、若葉町、

            和気町一丁目、和気町二丁目及び和田、大洲市、伊予 

            市、伊予郡、喜多郡 

国民年金：大洲市、伊予市、伊予郡、喜多郡 

船員保険：松山市、大洲市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡、喜多郡 



松山東年金事務所           

健康保険、厚生年金保険：松山市（松山西年金事務所管内の地域を除く。）、東

温市、上浮穴郡 

国民年金：松山市、東温市、上浮穴郡 

新居浜年金事務所 

健康保険、厚生年金保険：新居浜市、西条市（今治年金事務所管内の地域を除

く。）、四国中央市 

国民年金：新居浜市、西条市、四国中央市 

船員保険：新居浜市、西条市（今治年金事務所管内の地域を除く。）、四国中央 

     市 

今治年金事務所            

健康保険、厚生年金保険：今治市、西条市のうち明理川、石田、石延、今在家、

円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原

津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周

布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広

江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋

南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町、

小松町、越智郡 

国民年金：今治市、越智郡 

船員保険：今治市、西条市のうち明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新

田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多

台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新

町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福

成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、

三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町、小松町、越智

郡 

宇和島年金事務所          

健康保険、厚生年金保険：宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡、

南宇和郡 

国民年金：宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡、南宇和郡 

船員保険：宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡、南宇和郡 

情報公開・個人 

情報保護窓口 

担当：日本年金機構本部 経営企画部 情報公開文書グループ 

〒168－8505 東京都杉並区高井戸西３丁目５－24号 

TEL（03）5344－1116   

：松山西年金事務所 お客様相談室 

 TEL（089）925－5110 

：松山東年金事務所 お客様相談室 

TEL（089）946－2318 

：新居浜年金事務所 お客様相談室 

 TEL（0897）35－1445 

：今治年金事務所 お客様相談室 

TEL（0898）32－7355 

 



：宇和島年金事務所 お客様相談室 

TEL（0895）22－5569 

情報公開請求及び個人情報開示請求手続きについては、日本年金機構ホームペー

ジのインフォメーション｢法人文書の開示及び個人情報の開示｣をご参照ください。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

○ねんきんダイヤル 

・対象範囲（内容）等：年金相談に関する一般的なお問い合わせ 

・電 話 番 号：0570－05－1165（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6700－1165（一般電話） 

・受 付 時 間：月曜日   8:30～19:00 

火～金曜日 8:30～17:15 

第 2土曜日 9:30～16:00  

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に 

19:00まで相談をお受けします。 

            ※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～1月 3日はご

利用いただけません。 

 

○予約受付専用電話 

・対象範囲（内容）等：年金事務所への来訪による年金相談の予約受付 

・電 話 番 号：0570－05－4890（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6700－1165（一般電話） 

・受 付 時 間：月～金曜日（平日） 8:30～17:15 

 

○ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル 

・対象範囲（内容）等：「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問い

合わせ 

・電 話 番 号：0570－058－555（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6700－1144 （一般電話） 

・受 付 時 間：月曜日   8:30～19:00 

           火～金曜日 8:30～17:15 

第 2土曜日 9:00～16:00  

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に

19:00まで相談をお受けします。 

※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～1月 3日はご

利用いただけません。 

 

○ねんきん加入者ダイヤル 

・対象範囲（内容）等：「国民年金加入者向け」 

・電 話 番 号：0570－003－004（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 

(03)6630－2525（一般電話） 

・対象範囲（内容）等：「事業所、厚生年金加入者向け」 

・電 話 番 号：0570－007－123（ナビダイヤル） 

※050から始まる電話でおかけになる場合は、 



(03)6837－2913（一般電話） 

・受 付 時 間：月～金曜日 8:30～19:00 

第 2土曜日 9:00～17:00 

※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～1月 3日はご

利用いただけません。 

 

・対面による来訪年金相談 

  街角の年金相談センター松山（オフィス）  (注)全国社会保険労務士会連合会が運営 

〒790－0005 松山市花園町 1－3 日本生命松山市駅前ビル 5階  

問合せ先（089）931－6120 

 


